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人権に関する意識調査報告書

１ 目 的 熊谷市民の人権問題に関する意識の実態を調査し、
人権教育実践のための基礎資料とする。

２ 実施主体 熊谷市人権教育推進協議会
調査専門委員会

３ 実施期間 令和７年 ９月１日（月）から
令和７年１０月１日（水）まで

４ 対 象 熊谷市内に居住する成人（１８歳以上）
５ 方 法 無作為抽出調査 質問紙方式、無記名、

郵送または電子回答
６ 調査用紙郵送状況

⑴ 熊谷市の１８歳以上の人口（令和７年８月１日現在）
総人口：１６６，１１９人

⑵ 年代別郵送数 ※対象人数の割合によって算出
年
代 ～ 代 代 代 代 代

以上
計（人）

人
数

⑶ 調査用紙郵送数 ２，０００通

７ 回答状況
⑴ 回答数 ６８０
⑵ 回答率 ３４．０％

⑶ 年代別回答数

年代 ～ 代 代 代 代 代
以上

計（人）

計
回答率
（％）

８ 調査項目
⑴ 一般的意見に関すること
⑵ 人権に関する認識、関心、態度等に関すること

９ 調査報告書をみるにあたっての留意点
⑴ 「複数回答可」とある設問については、年代別のデータを「た

て棒グラフ」で示し、全体の割合は「折れ線グラフ」で示し
てあります。

⑵ 「１つ選んでください」とある設問については、年代別で示
してあります。ただし、割合（％）の合計が１００％になら
ない場合がありますが、それは四捨五入して得た値のため
です。

⑶ 表中の「無答」は、記入がなかったことを示しています。
⑷ 「その他」には、記入のあった中から代表的な意見を載せて

あります。
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令和
れ い わ

７年
ねん

度
ど

人
じん

権
けん

に関
かん

する意
い

識
しき

調
ちよう

査
さ

（第
だい

２０回
かい

）対
たい

象
しよう

：熊谷
くまがや

市内
し な い

在住
ざいじゅう

成人
せいじん

※該
がい

当
とう

する（ ）内
ない

に○をつけてください。

性
せい

別
べつ

（ ）男
おとこ

・（ ）女
おんな

・ （ ）その他
た

または 回答
かいとう

しない

年
ねん

齢
れい （ ）１８歳

さい

～２９歳
さい

・ （ ）３０歳
さい

～３９歳
さい

・ （ ）４０歳
さい

～４９歳
さい

（ ）５０歳
さい

～５９歳
さい

・ （ ）６０歳
さい

以
い

上
じよう

１１ ああななたたはは、、現現
げん

在在
ざい

のの日日
に

本本
ほん

ににおおいいてて、、基基
き

本本
ほん

的的
てき

人人
じん

権権
けん

がが尊尊
そん

重重
ちよう

さされれてていいるるとと思思
おも

いいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）そう思
おも

う （イ）ややそう思
おも

う （ウ）そう思
おも

わない （エ）わからない

２２ ああななたたはは、、地地
ち

域域
いき

社社
しゃ

会会
かい

のの中中
なか

でで、、差差
さ

別別
べつ

ななどどのの人人
じん

権権
けん

侵侵
しん

害害
がい

ががああるるとと思思
おも

いいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）ある （イ）ない ウ わからない

３３ 設設問問
せつもん

２２でで「「（（アア））ああるる」」とと答答
こた

ええたた方方
かた

ののみみににおお聞聞
き

ききししまますす。。そそれれははどどののよよううななここととでですすかか。。

（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

（ア）性
せい

別
べつ

のことでの差
さ

別
べつ

（イ）配偶者
はいぐうしゃ

に対
たい

する暴力
ぼうりょく

（ウ）ストーカー行
こう

為
い

エ セクシャル・ハラスメント

（オ）パワー・ハラスメント

カ いじめ

（キ）体
たい

罰
ばつ

ク 幼
よう

児
じ

や児
じ

童
どう

・生
せい

徒
と

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

（ケ）高齢者
こうれいしゃ

に対する虐待
ぎゃくたい

や介護
か い ご

放棄
ほ う き

コ 障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

（サ）同
どう

和
わ

問
もん

題
だい

（部
ぶ

落
らく

差
さ

別
べつ

）

（シ）外
がい

国
こく

人
じん

に対
たい

する差
さ

別
べつ

（ス）ＨＩＶ
エイチアイブイ

感染者
かんせんしゃ

やハンセン病患
びょうかん

者
じゃ

等
とう

に対
たい

する差
さ

別
べつ

（セ）犯罪
はんざい

被害者
ひ が いし ゃ

やその家
か

族
ぞく

に対
たい

する差
さ

別
べつ

（ソ）インターネット上
じょう

での差別
さ べ つ

書込
かきこみ

（タ）性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

（ＬＧＢＴ
エルジービーティー

Ｑ
キュー

＋
プラス

）への差別
さ べ つ

※この調査
ちょうさ

は、人
じん

権
けん

について、皆
みな

さんの現
げん

在
ざい

の考
かんが

えや気
き

持
も

ちを書
か

いていただき、人権
じんけん

教育
きょういく

の推
すい

進
しん

に役
やく

立
だ

てるために行
おこな

うものです。知
し

っていることや考
かんが

えていることをありのままにお答
こた

えください。

※答
こた

えは、該
がい

当
とう

する記
き

号
ごう

を○で囲
かこ

んでください。

※「複
ふく

数
すう

回
かい

答
とう

可
か

」と書
か

いてあるところは、２つ以
い

上
じよう

選
えら

んでもよいということです。また、「その他
た

」に

○をつけた場
ば

合
あい

は、あなたの思
おも

ったことや考
かんが

えていることを（ ）にわかりやすく書
か

いてください。

（チ）その他
た

例
れい

：災
さい

害
がい

による風評
ふうひょう

被害
ひ が い

、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

関連
かんれん

、刑
けい

を終
お

えて出所
しゅっしょ

した人
ひと

、

ホームレスの人
ひと

、がん体験者
たいけんしゃ

への差別
さ べ つ

など （

４４ ああななたたがが、、関関
かん

心心
しん

ををももっってていいるる人人
じん

権権
けん

にに関関
かん

すするるここととががららははななんんでですすかか。。（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

ア 女性
じょせい

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

イ 子
こ

どもに関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

ウ 高齢者
こうれいしゃ

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

エ 障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

オ 同
どう

和
わ

問
もん

題
だい

（部
ぶ

落
らく

差
さ

別
べつ

）

カ 外
がい

国
こく

人
じん

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

キ ＨＩＶ
エイチアイブイ

感染者
かんせんしゃ

・ハンセン病
びよう

患者
かんじゃ

等
とう

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

（ク）犯罪
はんざい

被害者
ひ が いし ゃ

やその家
か

族
ぞく

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

（ケ）アイヌの人
ひと

々
びと

に関
かん

する人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

（コ）インターネットによる人
じん

権
けん

侵
しん

害
がい

サ 北朝鮮
きたちょうせん

当局
とうきょく

による拉
ら

致
ち

問
もん

題
だい

シ）災
さい

害
がい

時
じ

における人
じん

権
けん

への配
はい

慮
りよ

（ス）性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

（ＬＧＢＴ
エルジービーティー

Ｑ
キュー

＋
プラス

）の人権
じんけん

問題
もんだい

（セ）その他
た

例
れい

：災
さい

害
がい

による風評
ふうひょう

被害
ひ が い

、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

関連
かんれん

、刑
けい

を終
お

えて出所
しゅっしょ

した人
ひと

、

ホームレスの人
ひと

、がん体験者
たいけんしゃ

の人権
じんけん

など （ ）

５５ イインンタターーネネッットトややススママーートトフフォォンン等等
とう

にによよりり、、ああななたた自自
じ

身身
しん

人人
じん

権権
けん

侵侵
しん

害害
がい

さされれたたとと感感
かん

じじたたここととががあありりまますすかか。。

１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）ある （イ）ない ウ わからない

６６ ああななたたはは、、人人
じん

権権
けん

ににつついいてて、、どどののよよううにに考考
かんが

ええまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）すべての人
ひと

に関
かか

わる大
たい

切
せつ

な問
もん

題
だい

（イ）関
かん

係
けい

ある一
いち

部
ぶ

の人
ひと

の問
もん

題
だい

（ウ）自
じ

分
ぶん

とは関
かか

わりがない問
もん

題
だい

（エ）わからない

７７ ああななたたがが、、ももしし差差
さ

別別
べつ

ななどど人人
じん

権権
けん

をを傷傷
きず

つつけけらられれたた場場
ば

合合
あい

どどううししまますすかか。。（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

（ア）相
あい

手
て

に抗
こう

議
ぎ

する

（イ）だまってがまんする

（ウ）家
か

族
ぞく

や親
しん

戚
せき

に相
そう

談
だん

する

（エ）友
とも

だちや身
み

近
ぢか

な人
ひと

に相
そう

談
だん

する

（オ）警
けい

察
さつ

に相
そう

談
だん

する

（カ）市役所
し や くし ょ

に相
そう

談
だん

する

（キ）電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

やインターネット等
とう

の相
そう

談
だん

を利
り

用
よう

する

（ク）その他
た

（
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８８ ああななたたはは、、学学校校
がっこう

教教育育
きょういく

、、社社会会
しゃかい

教教育育
きょういく

ににおおいいてて、、人人権権
じんけん

教教育育
きょういく

ををどどののよよううにに進進
すす

めめたたららよよいいとと思思
おも

いいまますすかか。。１１つつ

選選
えら

んんででくくだだささいい。。

ア もっと積極的
せっきょくてき

におこなったほうがよいと思
おも

う

イ 今
いま

までどおりでよいと思
おも

う

（ウ）必
ひつ

要
よう

最
さい

低
てい

限
げん

度
ど

おこなえばよいと思
おも

う

エ おこなう必
ひつ

要
よう

はないと思
おも

う

（オ）わからない

カ その他
た

（ ）

９９ ああななたたはは、、結結婚婚
けっこん

ににつついいててどどののよよううにに考考
かんが

ええまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

ア 当
とう

人
にん

同
どう

士
し

の合
ごう

意
い

があればよく、まわりの意
い

見
けん

に左
さ

右
ゆう

されるべきでない

イ 家
か

族
ぞく

やまわりの人
ひと

の意
い

見
けん

も無
む

視
し

できないが、どちらかといえば、当
とう

人
にん

同
どう

士
し

の合
ごう

意
い

が、より尊重
そんちょう

されるべきである

ウ 当
とう

人
にん

同
どう

士
し

の合
ごう

意
い

も無
む

視
し

できないが、どちらかといえば、家
か

族
ぞく

やまわりの人
ひと

の意
い

見
けん

が、より尊重
そんちょう

されるべきである

エ 家
か

族
ぞく

やまわりの人
ひと

の意
い

見
けん

が尊重
そんちょう

されるべきである

１１００ ああななたたはは、、女女性性
じょせい

のの人人
じん

権権
けん

ににつついいてて、、どどののよよううななここととがが問問
もん

題題
だい

ととななっってていいるるとと感感
かん

じじてていいまますすかか。。

（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

（ア）男女
だんじょ

の固
こ

定
てい

的
てき

な仕
し

事
ごと

の役
やく

割
わり

分
ぶん

担
たん

意
い

識
しき

（例
たと

えば、男
おとこ

は仕
し

事
ごと

、女
おんな

は家
か

庭
てい

といった考
かんが

え方
かた

）

（イ）職場
しょくば

での差
さ

別
べつ

待
たい

遇
ぐう

（ウ）性
せい

的
てき

いやがらせ（セクシャル・ハラスメント）

（エ）パートナーからの暴力
ぼうりょく

（ドメスティック・バイオレンス）

（オ）女性
じょせい

への性暴力
せいぼうりょく

（カ）売春
ばいしゅん

・買春
かいしゅん

・援助
えんじょ

交際
こうさい

キ 妊
にん

娠
しん

や出産
しゅっさん

者
しゃ

に対
たい

してのいやがらせ（マタニティ・ハラスメント）

（ク）わからない

（ケ）その他
た

（ ）

１１１１ ああななたたはは、、子子
こ

どどもものの人人
じん

権権
けん

ににつついいてて、、どどののよよううななここととがが問問
もん

題題
だい

ととななっってていいるるとと感感
かん

じじてていいまますすかか。。

（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

（ア）仲
なか

間
ま

はずれやいじめを受
う

けること

（イ）親
おや

から虐待
ぎゃくたい

を受
う

けること

（ウ）親
おや

や大人
お と な

の考
かんが

え方
かた

や価
か

値
ち

観
かん

を押
お

しつけられること

（エ）児
じ

童
どう

買春
かいしゅん

、児
じ

童
どう

ポルノなどの性
せい

犯
はん

罪
ざい

に巻
ま

き込
こ

まれること

（オ）わからない

（カ）その他
た

（ ）

１１２２ ああななたたはは、、高高齢齢者者
こうれいしゃ

のの人人
じん

権権
けん

ににつついいてて、、どどののよよううななここととがが問問
もん

題題
だい

ととななっってていいるるとと感感
かん

じじてていいまますすかか。。

（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

ア）働
はたら

ける場
ば

が少
すく

ないこと

（イ）経
けい

済
ざい

的
てき

な保障
ほしょう

が十分
じゅうぶん

でないこと

（ウ）在
ざい

宅
たく

サービスが十分
じゅうぶん

でないこと

（エ）高齢者
こうれいしゃ

を理
り

由
ゆう

に冷
つめ

たくあしらわれること

（オ）十分
じゅうぶん

な介
かい

護
ご

や看
かん

護
ご

を受
う

けられないこと

（カ）わからない

（キ）その他
た

（ ）

１１３３ 平平
へい

成成
せい

２２８８年年
ねん

４４月月
がつ

１１
つい

日日
たち

かからら、、「「障障害害
しょうがい

をを理理
り

由由
ゆう

ととすするる差差
さ

別別
べつ

のの解解消消
かいしょう

のの推推
すい

進進
しん

にに関関
かん

すするる法法
ほう

律律
りつ

」」がが施施
せ

行行
こう

さされれままししたた。。

ああななたたはは、、障障害害
しょうがい

ののああるる人人
ひと

のの人人
じん

権権
けん

ににつついいてて、、どどののよよううななここととがが問問
もん

題題
だい

ととななっってていいるるとと感感
かん

じじてていいまますすかか。。

（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

（ア）働
はたら

ける場
ば

が少
すく

ないこと

（イ）経
けい

済
ざい

的
てき

な保障
ほしょう

が十分
じゅうぶん

でないこと

（ウ）アパートなど住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

が困
こん

難
なん

なこと

（エ）障害
しょうがい

があることを理
り

由
ゆう

に職場
しょくば

で不
ふ

利
り

な扱
あつか

いを受
う

けること

（オ）障害
しょうがい

がある人
ひと

についての理
り

解
かい

が十分
じゅうぶん

でないこと

（カ）街中
まちじゅう

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

・交
こう

通
つう

機
き

関
かん

利
り

用
よう

の際
さい

に不
ふ

便
べん

さを感
かん

じること

（キ）わからない

（ク）その他
た

（ ）

※※「「障障害害
しょうがい

をを理理由由
り ゆ う

ととすするる差差別別
さ べ つ

のの解解消消
かいしょう

のの推推進進
すいしん

にに関関
かん

すするる法法律律
ほうりつ

」」ととはは

全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いな

がら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目的
もくてき

に制定
せいてい

された法律
ほうりつ

で、平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

に施行
せ こ う

されました。

令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

１日
にち

からは、国
くに

・地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などの役所
やくしょ

や会社
かいしゃ

・お店
みせ

など、全
すべ

ての事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し

て、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした「不当
ふ と う

な差別的
さ べ つて き

取扱
とりあつか

い」を禁止
き ん し

し「合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」義務
ぎ む

化
か

しました。

１１４４ 平平
へい

成成
せい

２２８８年年
ねん

６６月月
がつ

３３日日
か

かからら、、「「本本邦邦
ほんぽう

外外
がい

出出身身者者
しゅっしんしゃ

にに対対
たい

すするる不不
ふ

当当
とう

なな差差
さ

別別
べつ

的的
てき

言言
げん

動動
どう

のの解解消消
かいしょう

にに向向
む

けけたた取取
とり

組組
くみ

のの推推
すい

進進
しん

にに

関関
かん

すするる法法
ほう

律律
りつ

」」（（ヘヘイイトトススピピーーチチ解解消消
かいしょう

ののたためめのの法法
ほう

律律
りつ

））がが施施
せ

行行
こう

さされれままししたた。。ああななたたはは、、外外
がい

国国
こく

人人
じん

のの人人
じん

権権
けん

にに

つついいてて、、どどののよよううななここととがが問問
もん

題題
だい

ととななっってていいるるとと感感
かん

じじてていいまますすかか。。 （（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

（ア）学校
がっこう

の受
う

け入
い

れ体
たい

制
せい

が不十分
ふじゅうぶん

なこと

（イ）働
はたら

ける場
ば

が少
すく

ないこと

（ウ）アパートなど住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

が困
こん

難
なん

なこと

（エ）文
ぶん

化
か

や習慣
しゅうかん

の違
ちが

いから、地域
ち い き

社会
しゃかい

で受
う

け入
い

れてもらえないこと

（オ）選挙権
せんきょけん

がないこと

（カ）わからない

（キ）その他
た

（ ）

※※「「本本邦邦
ほんぽう

外外
がい

出出身身者者
しゅっしんしゃ

にに対対
たい

すするる不不
ふ

当当
とう

なな差差
さ

別別
べつ

的的
てき

言言
げん

動動
どう

のの解解消消
かいしょう

にに向向
む

けけたた取取
とり

組組
くみ

のの推推
すい

進進
しん

にに関関
かん

すするる法法
ほう

律律
りつ

」」

（（ヘヘイイトトススピピーーチチ解解消消
かいしょう

ののたためめのの法法
ほう

律律
りつ

））ととはは

本邦
ほんぽう

外出者
がいしゅつしゃ

（外国
がいこく

の出身
しゅっしん

である人
ひと

、外国
がいこく

にルーツがある人
ひと

）に対
たい

する、差別的
さ べ つて き

言動
げんどう

を、ヘイト

スピーチといいます。この法律
ほうりつ

は、外国
がいこく

の出身者
しゅっしんしゃ

らに対
たい

して差別
さ べ つ

意識
い し き

を助長
じょちょう

する目的
もくてき

で、公然
こうぜん

と危害
き が い

を加
くわ

える旨
むね

を告知
こ く ち

したり、 著
いちじる

しく侮蔑
ぶ べ つ

したりして地域
ち い き

社会
しゃかい

から排除
はいじょ

するような差別的
さ べ つて き

言動
げんどう

（ヘイトスピーチ）の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

としています。
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１１５５ ああななたたはは、、同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））ににつついいてて、、知知
し

っってていいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）言
こと

葉
ば

も内
ない

容
よう

も知
し

っている （イ）言
こと

葉
ば

は知
し

っている （ウ）知
し

らない

１１６６ ああななたたがが、、同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））ににつついいてて初初
はじ

めめてて知知
し

っったたののはは、、いいつつ頃頃
ごろ

でですすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア） ６歳
さい

まで

イ） ７歳
さい

～１２歳
さい

まで（小学生
しょうがくせい

）

（ウ）１３歳
さい

～１５歳
さい

まで（中学生
ちゅうがくせい

）

エ）１６歳
さい

～１８歳
さい

まで（高
こう

校
こう

生
せい

等
とう

）

オ）１９歳
さい

～２０歳
さい

未
み

満
まん

カ）２０歳
さい

以上
いじょう

キ はっきり覚
おぼ

えていない

１１７７ ああななたたがが、、同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））ににつついいてて、、初初
はじ

めめてて知知
し

っったたののはは、、だだれれ（（ななにに））かかららでですすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）家
か

族
ぞく

（祖
そ

父
ふ

母
ぼ

父
ふ

母
ぼ

兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

など）

（イ）親
しん

戚
せき

（ウ）近所
きんじょ

の人
ひと

（エ）職場
しょくば

の人
ひと

（オ）友
ゆう

人
じん

（カ）学校
がっこう

の授業
じゅぎょう

、先
せん

生
せい

（キ）テレビ、ラジオ、インターネット、新
しん

聞
ぶん

、本
ほん

など

（ク）人
じん

権
けん

に関
かん

する集会
しゅうかい

や研修会
けんしゅうかい

（ケ）県
けん

や市
し

の広
こう

報
ほう

紙
し

や冊子
さ っ し

（コ）はっきり覚
おぼ

えていない

（サ）その他
た

（ ）

１１８８ ああななたたはは、、同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））のの起起
お

ここりりににつついいてて、、どどののよよううにに受受
う

けけととめめてていいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんでで

くくだだささいい。。

ア 江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

の政
せい

策
さく

によってつくられた

（イ）人種
じんしゅ

（民
みん

族
ぞく

）が違
ちが

った

（ウ）宗 教
しゅうきょう

が違
ちが

った

（エ）職 業
しょくぎょう

（仕
し

事
ごと

）が違
ちが

った

（オ）生
せい

活
かつ

が貧
まず

しかった

（カ）わからない

キ その他
た

（ ）

※ 設
せつ

問
もん

１５で「（ア）言
こと

葉
ば

も内
ない

容
よう

も知
し

っている」「（イ）言
こと

葉
ば

は知
し

っている」と答
こた

えた方
かた

→設問
せつもん

１６へ

※ 設
せつ

問
もん

１５で「（ウ）知
し

らない」と答
こた

えた方
かた

→設問
せつもん

２９へ

１１９９ ああななたたはは、、現現
げん

在在
ざい

ででもも同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））がが残残
のこ

っってていいるるとと、、思思
おも

いいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

ア 残
のこ

っている イ 少
すこ

し残
のこ

っている ウ）残
のこ

っていない （エ）わからない

２２００ ああななたたはは、、同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））ははどどんんなな場場
ば

合合
あい

にに起起
お

ここっってていいるるとと、、思思
おも

いいまますすかか。。（（複複
ふく

数数
すう

回回
かい

答答
とう

可可
か

））

ア 日常
にちじょう

のつきあい

イ 進
しん

学
がく

ウ 就 職
しゅうしょく

エ 結婚
けっこん

オ 居住
きょじゅう

や生活
せいかつ

環境
かんきょう

カ インターネット上
じょう

での差別
さ べ つ

書込
かきこみ

など

キ）わからない

ク その他
た

（ ）

２２１１ ああななたたののおお子子
こ

ささんんがが同同和和
ど う わ

地地区区
ち く

出出身身
しゅっしん

のの人人
ひと

とと結結婚婚
けっこん

ししよよううととししたた場場合合
ば あ い

、、ああななたたははどどののよよううにに対対応応
たいおう

ししまますすかか。。

１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）同和
ど う わ

地区
ち く

出身
しゅっしん

の人
ひと

であるかないかに関係
かんけい

なく、子
こ

の意志
い し

を尊重
そんちょう

する

イ）自分
じ ぶ ん

としては反対
はんたい

だが、子
こ

の意志
い し

が強
つよ

ければ仕方
し か た

がない

（ウ）自分
じ ぶ ん

としては反対
はんたい

しないが、家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

に反対
はんたい

があれば、結婚
けっこん

は認
みと

めない

（エ）自分
じ ぶ ん

は反対
はんたい

であり、絶対
ぜったい

に結婚
けっこん

は認
みと

めない

（オ）わからない

２２２２ ああななたたはは、、結結婚婚
けっこん

やや就就 職職
しゅうしょく

時時
じ

のの身身元元
み も と

調調査査
ちょうさ

ににつついいてて、、どどののよよううにに考考
かんが

ええまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）身元
み も と

調査
ちょうさ

は差
さ

別
べつ

につながるおそれがあるので、すべきではない

（イ）よくないことだが、ある程
てい

度
ど

はしかたがないことだと思
おも

う

（ウ）身元
み も と

調査
ちょうさ

をすることは当
とう

然
ぜん

のことだと思
おも

う

（エ）わからない

２２３３ ああななたたはは、、住住宅宅
じゅうたく

やや生生活活
せいかつ

環環境境
かんきょう

をを選選
えら

ぶぶ際際
さい

にに、、同同
どう

和和
わ

地地
ち

区区
く

ででああっったた場場
ば

合合
あい

、、避避
さ

けけるるここととががああるるとと思思
おも

いいまますすかか。。

１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

ア まったく気
き

にしない

イ どちらかといえば気
き

にしない

ウ どちらかといえば避
さ

ける

エ 避
さ

ける

オ わからない

※ 設
せつ

問
もん

１９で「 ア 残
のこ

っている 」「 イ 少
すこ

し残
のこ

っている 」と答
こた

えた方
かた

→設問
せつもん

２０へ

※ 設
せつ

問
もん

１９で「（ウ）残
のこ

っていない」「（エ）わからない」と答
こた

えた方
かた

→設問
せつもん

２１へ
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２２４４ ああななたたはは、、同同和和
ど う わ

問問題題
もんだい

（（部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

））にに関関
かん

ししてて、、イインンタターーネネッットト上上
じょう

でで人人権権
じんけん

侵侵害害
しんがい

事事例例
じ れ い

をを見見
み

たたここととががあありりまま

すすかか。。ああるるととししたたらら、、どどののよよううなな内内容容
ないよう

ののももののででししたたかか。。（（複複数数
ふくすう

回回答答可可
か い と う か

））

（ア）個人
こ じ ん

を名指
な ざ

しした悪口
わるくち

（イ）個人
こ じ ん

を名指
な ざ

ししない、集団
しゅうだん

に対
たい

する悪口
わるくち

（ウ）旧同和
きゅうどうわ

地区名
ち く め い

の公表
こうひょう

（エ）差別
さ べ つ

の呼
よ

びかけ

（オ）見
み

たことがない

（カ）インターネットを利用
り よ う

したことがない

（キ）その他
た

（ ）

２２５５ ああななたたはは、、過過去去
か こ

にに実実
じっ

社社会会
しゃかい

ややイインンタターーネネッットト上上
じょう

でで、、部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

にによよるる被被害害
ひ が い

をを受受
う

けけたたりり、、反反対対
はんたい

にに、、部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

ににああたたるる言言動動
げんどう

ををししたたりりししたたここととががあありりまますすかか。。ああるるいいはは、、ああななたたのの親親族族
しんぞく

・・知知人人
ち じ ん

がが、、過過去去
か こ

にに同同様様
どうよう

のの被被害害
ひ が い

をを受受
う

けけたたりり、、反反対対
はんたい

にに、、部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

ににああたたるる言言動動
げんどう

ををししたたりりししてていいるるののをを見見聞聞
み き

ききししたたここととががあありりまま

すすかか。。ああるるととししたたらら、、どどののよよううなな場場面面
ば め ん

、、事事例例
じ れ い

ででししたたかか。。（（複複数数
ふくすう

回回答答可可
か い と う か

））

ア 結婚
けっこん

や交際
こうさい

（イ）就 職
しゅうしょく

や職場
しょくば

（ウ）戸籍
こ せ き

（エ）落書
ら く が

き、貼
は

り紙
がみ

（オ）悪口
わるくち

（カ）インターネット上
じょう

の書
か

き込
こ

み

キ 旧同和
きゅうどうわ

地区
ち く

の公表
こうひょう

（ク）そのような場面
ば め ん

、事例
じ れ い

はない

（ケ）覚
おぼ

えていない

（コ）その他
た

（ ）

２２６６ ああななたたはは、、平平
へい

成成
せい

２２８８年年
ねん

１１２２月月
がつ

１１６６日日
にち

かからら施施
せ

行行
こう

さされれてていいるる「「部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

のの解解消消
かいしょう

のの推推
すい

進進
しん

にに関関
かん

すするる法法
ほう

律律
りつ

」」にに

つついいてて、、知知
し

っってていいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）法
ほう

律
りつ

も内
ない

容
よう

も知
し

っている

（イ）法
ほう

律
りつ

があることは知
し

っている

（ウ）知
し

らない

※※「「部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

のの解解消消
かいしょう

のの推推進進
すいしん

にに関関
かん

すするる法法律律
ほうりつ

」」ととはは

現在
げんざい

もなお部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

が存在
そんざい

するとともに、情報化
じょうほうか

の進展
しんてん

に伴
ともな

い、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

に関
かん

する状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

が生
しょう

じていることを踏
ふ

まえ、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

に制定
せいてい

された法律
ほうりつ

で

平成
へいせい

２８年
ねん

１２月
がつ

に施行
せ こ う

されました。この法律
ほうりつ

では、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

は許
ゆる

されないものであるとの認識
にんしき

のもと、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

や相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

、教育
きょういく

及
およ

び啓発
けいはつ

、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

に係
かか

る調査
ちょうさ

など

について規定
き て い

されています。

２２７７ ああななたたはは、、令令和和
れ い わ

４４年年
ねん

７７月月
がつ

８８日日
にち

かからら施施行行
せ こ う

さされれてていいるる「「埼埼玉玉県県
さいたまけん

部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

のの解解消消
かいしょう

のの推推進進
すいしん

にに関関
かん

すするる条条例例
じょうれい

」」にに

つついいてて、、知知
し

っってていいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

（ア）条例
じょうれい

の内容
ないよう

まで知
し

っている

（イ）条例
じょうれい

ができたことは知
し

っている

（ウ）条例
じょうれい

ができたことも知
し

らない

※※「「埼埼玉玉県県
さいたまけん

部部落落
ぶ ら く

差差別別
さ べ つ

のの解解消消
かいしょう

のの推推進進
すいしん

にに関関
かん

すするる条条例例
じょうれい

」」ととはは

部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、県
けん

、県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするととも

に、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するために必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めることにより、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、もって部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

に制定
せいてい

された条例
じょうれい

で、令和
れ い わ

４年
ねん

７月
がつ

に施行
せ こ う

されました。この条例
じょうれい

では図書
と し ょ

、地図
ち ず

その他
た

資料
しりょう

の公表
こうひょう

又
また

は流布
る ふ

、インター

ネットの利用
り よ う

による情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、結婚
けっこん

又
また

は就 職
しゅうしょく

に際
さい

しての身元
み も と

の調査
ちょうさ

、土地
と ち

建物
たてもの

等
など

を取引
とりひき

の対象
たいしょう

から除外
じょがい

するための調査
ちょうさ

その他
た

の行為
こ う い

による部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

などについて規定
き て い

されて

います。

２２８８ ああななたたはは、、同同
どう

和和
わ

問問
もん

題題
だい

（（部部
ぶ

落落
らく

差差
さ

別別
べつ

））ににつついいてて、、どどののよよううにに考考
かんが

ええてていいまますすかか。。１１つつ選選
えら

んんででくくだだささいい。。

ア 基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

の侵
しん

害
がい

にかかわる重大
じゅうだい

な問
もん

題
だい

なので、自
じ

分
ぶん

も市
し

民
みん

の一
ひと

人
り

として、この問
もん

題
だい

の早
そう

期
き

解
かい

決
けつ

に努力
どりょく

する

イ 自
じ

分
ぶん

ではどうすることもできない問
もん

題
だい

なので、誰
だれ

かしかるべき人
ひと

が解
かい

決
けつ

してくれることを期
き

待
たい

する

（ウ）自
じ

分
ぶん

ではどうすることもできない問
もん

題
だい

なので、成
な

り行
ゆ

きにまかせるよりしかたがない

（エ）わからない

オ その他
た

（ ）

２２９９ 回回
かい

答答
とう

ししてていいたただだききままししたた項項
こう

目目
もく

以以
い

外外
がい

でで、、「「人人
じん

権権
けん

問問
もん

題題
だい

」」やや「「人人権権
じんけん

教教育育
きょういく

」」ににつついいててののごご意意
い

見見
けん

、、ごご感感
かん

想想
そう

等等
とう

ごござざいいままししたたららおお書書
か

ききくくだだささいい。。

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。
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◇ 備 考

（１）これまでの調査

旧熊谷市人権教育推進協議会実施

「同和問題に関する意識調査」

第 １ 回 昭和４９年 ９月 （保護者・高校生）

第 ２ 回 昭和５４年 １月 （保護者・高校生）

第 ３ 回 昭和５６年 １月 （中学生）

第 ４ 回 昭和５６年１２月 （小学生）

第 ５ 回 昭和５７年１２月 （保護者）

第 ６ 回 昭和５８年１２月 （小学生・高校生）

第 ７ 回 昭和５９年１２月 （中学生）

第 ８ 回 昭和６０年１２月 （保護者）

第 ９ 回 昭和６１年１２月 （高校生）

第１０回 昭和６２年１２月 （小学生）

第１１回 昭和６３年１２月 （中学生）

第１２回 平成 元 年１２月 （成 人）

第１３回 平成 ２ 年１２月 （高校生）

第１４回 平成 ３ 年１２月 （小学生）

第１５回 平成 ４ 年１２月 （中学生）

第１６回 平成 ５ 年１２月 （成 人）

第１７回 平成 ６ 年１２月 （高校生）

第１８回 平成 ７ 年１２月 （小学生）

第１９回 平成 ８ 年１２月 （中学生）

第２０回 平成 ９ 年１２月 （成 人）

第２１回 平成１０年１２月 （高校生）

第２２回 平成１１年１２月 （小学生）

第２３回 平成１２年１２月 （中学生）

第２４回 平成１３年１２月 （成 人）

「人権問題に関する意識調査」

第２５回 平成１４年１２月 （高校生）

第２６回 平成１５年１２月 （小学生）

第２７回 平成１６年１２月 （中学生）

第２８回 平成１７年１２月 （成 人）

新熊谷市人権教育推進協議会実施

第 １ 回 平成１８年１２月 （高校生）

第 ２ 回 平成１９年１２月 （小学生）

第 ３ 回 平成２０年１２月 （中学生）

第 ４ 回 平成２１年１２月 （成 人）

第 ５ 回 平成２２年１２月 （高校生）

第 ６ 回 平成２３年 ７月 （小学生）

第 ７ 回 平成２４年 ７月 （中学生）

第 ８ 回 平成２５年 ９月 （成 人）

第 ９ 回 平成２６年 ９月 （高校生）

第１０回 平成２７年 ９月 （小学生）

第１１回 平成２８年 ７月 （中学生）

第１２回 平成２９年 ９月 （成 人）

第１３回 平成３０年 ９月 （高校生）

第１４回 令和 元 年 ９月 （小学生）

第１５回 令和 ２ 年 ７月 （中学生）

第１６回 令和 ３ 年 ９月 （成 人）

第１７回 令和 ４ 年 ９月 （高校生）

第１８回 令和 ５ 年 ９月 （小学生）

第１９回 令和 ６ 年 ９月 （中学生）

第２０回 令和 ７ 年 ９月 （成人）

２ 次回の調査予定

第２１回 令和 ８ 年 ９月 （高校生）




